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事 故 概 要 

 

発生日時：平成26年６月11日 

 

場 所：大磯町国府本郷573付近（町道幹線21号線の歩道） 

 

被 害 者：   

 

被害状況：平成26年６月11日午前10時30分頃、被害者が自宅に入る際、町道幹線21号線の

歩道上で足を滑らせ転倒し、左足を骨折した。 

 

対 応：被害者に対して早急な賠償を行う必要があるため、損害賠償の額を定めること 

について専決処分とした。 
 
経 過：平成26年６月11日 事故発生 

６月12日 被害者宅を訪問し状況確認。町担当部局に事故報告書の提出 
６月17日 保険会社に事故報告書の提出。被害者１回目の手術 

      平成27年６月17日 被害者２回目の手術 
10月20日 被害者と示談書の取り交わし 
10月21日 専決処分 
11月11日 被害者へ損害賠償金の支払【1,354,250円】 

 

賠償金額：○ 合計賠償金額（治療費、慰謝料等） 

       2,257,084円 

○ 過失割合金額 

       町過失分  （６割） ＝ 1,354,250円 

       被害者過失分（４割） ＝  902,834円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 


